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平成 24年度広報実施計画 

【大臣官房人事課】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

広報に関する研

修 

広報に関する意識

および技能の向上 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的な職員研修

において広報にか

かる内容を盛り込

む 

 

広報委員等に広報

にかかる内容を研

修させることによ

り、広報にかかる

資質の向上を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修後にアン

ケートを実施 

 

 

 

研修後にアン

ケートを実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事課 

 

 

 

 

人事課 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

 

 

 

 

３ わかりやすい情報提供 

 

 

 

 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

①  職員に対する研修において、広報にか

かる内容を実施 

 

 

 

②  広報力向上のための研修について広

報室と連携して広報委員等に対して実

施 

 

随時 

 

 

 

 

年６回 
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平成 24年度広報実施計画 

【大臣官房総務課】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

所管法令・通知

のホームページ

掲載の一層の推

進 

厚生労働省が所管

する法令・通知を国

民に広く周知する

ため 

各部局に対して、対象となる法令・通知を

ホームページに掲載するよう改めて依頼す

る。 

４月 対象となる法令・

通知を全てホーム

ページに掲載する 

各部局に対し

て、対象となる

法令・通知をホ

ームページに

掲載したかど

うかを、定期的

にフォローア

ップする。 

総務課  
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

厚生労働省への

国民からの信頼 

厚生労働省に対す

る国民の信頼度を

アップさせる。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 厚生労働行政モニターに対し、積極的に

意見を提出するように呼びかけを行う。ま

た、モニターからの意見について、ホーム

ページに、厚生労働省の考え方を掲載する。 

 

四半期ご

と 

 

 

年度当初に比べ、

厚生労働省の信頼

度がアップしたと

判断した方の割合

を５０％以上にす

る。 

行政モニター

等にアンケー

トを実施する。 

 

広報室 

 

 

 

 

② モニターに厚生労働省の施策等に対する

担当部局からの要望によりアンケート調査

を実施する。 

5月以降

随時 

広報室 

 

 

③ 東京事務所の担当者向けに,厚生労働省

の施策等に関する研修を実施する。 

5月 広報室 

 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 各部局の広報担当者に、取材対応等の記

録を徹底させる。 

 

4 月 

 

 

広報室 

 

 

② 各部局に、発表資料を必要に応じて口頭

による説明を行う会見等を実施するように

調整するとともに、わかりやすい、丁寧な

説明を行うように徹底させる。 

随時 広報室 

 

 

 

③ 政務三役の会見について適切に対応す

る。 

随時 広報室  

３ わかりやすい情報提供 

① 各部局に対し、有効な広報と考えられる

手段の提案を行う。 

 

随時 

 

 

広報室 

 

② 適切な時期に記者発表できるように、記

者クラブと調整を行う。 

随時 広報室  

③ 厚生労働省ホームページ再構築業務

（平成 23 年度）で作成したガイドライン

に基づき、ユーザビリティ／アクセシビ

リティ対応が不十分なページの改善に向

けた指導・支援を行う。また、各部局に、

見やすい等の観点から必要な助言を行う。 

10 月以降 

後段は随

時 

広報室 
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  ④ 政府広報、広報誌等を活用した広報に

ついて、各部局と調整を行う。 

随時 

 

  広報室 

 

 

⑤ イベント、施策等について、Twitter、

YouTube、USTREAM を活用して国民への情

報提供を支援する。 

随時 広報室  

⑤ 各部局が作成する報道発表資料、パン

フレット、資料等の作成に当たって、わ

かりやすい文書支援室が有効活用される

ように、積極的に取り組む。 

随時 

 

 

 

支援室 

 

 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

① 職員の意識改革と技能の向上を図るた

め、広報研修を実施する。 

 

6 月から 

3月 

 

 

広報室 

支援室 
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平成 24年度広報実施計画 

【大臣官房会計課】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

平成２５年度予

算概算要求及び

平成２５年度予

算案 

 

情報発信の強化 １ 意見交換の機会の積極的な設定 

 

 

   会計課 

    

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

 

 

 

 

 

 

３ わかりやすい情報提供 

平成２５年度予算概算要求や平成２５年

度予算案の内容について、国民に分かりや

すく周知・説明するために、以下の資料を

作成し、ＨＰ掲載や国会・関係機関等への

配布等を通じ、厚生労働省の施策について

広く周知する。 

①平成２５年度予算概算要求の概要及び主

要事項 

②平成２５年度予算案の概要及び主要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

①８月 

 

②１２月 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 
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平成 24年度広報実施計画 

【大臣官房地方課】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

都道府県労働局

の 担 う 労 働 行

政 、 地 方 厚 生

（支）局の担う

厚生行政の周知 

都道府県労働局

の担う労働行政、地

方厚生（支）局の担

う厚生行政が国民

の信頼を十分に得

られるよう、都道府

県労働局及び地方

厚生（支）局の果た

す役割や業務の成

果等を、報道機関や

地域の関係者に伝

えるための周知・広

報の取組を強化す

る。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

都道府県労働局・地方厚生支局が積極的

に広報活動を行うように、労働局長・厚生

（支）局長に対し、定期的に記者会見や意

見交換会を開催するよう指示を行う。 

 

 

随時 

 

都道府県労働局・

地方厚生（支）局

において、より多

くの厚生労働行政

施策がマスコミで

取り上げられるよ

うになること。 

都道府県労働

局長・地方厚生

（支）局長に対

して、マスコミ

を活用した広

報活動を、本省

に報告させる。 

大 臣 官

房 地 方

課 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

新聞・テレビ等の報道機関や地域の関係

者に対し資料提供をする等、積極的な広報

活動を行うよう指示を行う。 

 

 

 

随時 

３ わかりやすい情報提供 

 都道府県労働局・地方厚生（支）局が記

者発表を行う際には、分かりやすい資料を

使用し、正確に報道機関に対して情報が伝

わるよう指示を行う。 

 

 

 

随時 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

 都道府県労働局・地方厚生（支）局にお

いて広報委員会を設置し、効果的な広報活

動を積極的に検討するよう指示を行う。ま

た、広報に関する担当者を配置し、広報に

関する研修を実施するよう指示を行う。 

随時 
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平成 24年度広報実施計画 

【大臣官房国際課】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

マスコミへのブ

リーフィング 

情報発信の強化 １ 意見交換の機会の積極的な設定 

 

   国 際 課

各班・係 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み  

３ わかりやすい情報提供 

① 重要な国際会議等について、事前ブリー

フィングを実施する。 

 

 

重要国際会

議等の開催

前 

４ 情報提供のための手法と技術の向上  

 

 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

英語版ウェブサ

イトの充実 

情報発信の強化 １ 意見交換の機会の積極的な設定 

 

   国 際 課

海 外 情

報室 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

 

 

３ わかりやすい情報提供 

① 厚生労働省パンフ等の英語版、当省施

策の解説資料の英語版を掲載する。 

 

② 震災対応情報や折々の重点施策をタイ

ムリーに英語で発信し、引き続き国際業

務の情報発信の充実強化を図る。 

 

③ 厚生労働白書資料編の英語版を作成③ 

し、英語版ウェブサイト上に掲載する。 

 

順次 

 

 

順次 

 

 

 

順次 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 
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平成 24年度広報実施計画 

【大臣官房厚生科学課】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

厚生労働科学研

究費補助金 

厚生労働科学研究

費補助金による研

究課題意見聴取及

び研究成果を広く、

迅速に国民に公開

する。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

①パブリックコメントの実施 

 

 

１０月目処 

 

研究課題の設定 

厚生労働科学

研究成果デー

タベースの管

理システムに

おいて、進捗を

管理し、最終的

に状況の評価

を行う。 

厚 生 科

学課 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

該当なし 

－ － 

３ わかりやすい情報提供 

①厚生労働科学研究費補助金で研究を実施

した研究者に対し、研究概要を、厚生労働

科学研究成果データベースに登録するよう

依頼し、登録された概要から順次公開する。 

 

②厚生労働科学研究費補助金の研究報告書

全文を厚生労働科学研究成果データベース

において公開する。 

 

６月目途 

 

 

 

 

１０月目途 

 

研究概要が、登録

後速やかに公開さ

れることを目指す 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

①研究成果の検索性の向上等を図り、国民

の利便性、活用性を向上させるため、厚生

労働科学研究成果データベースシステムの

更新を行う 

 

 

１０月目途 

 

HP のアクセス数

が、前年度を上回

る 
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平成 24年度広報実施計画 

【大臣官房統計情報部】 

施策・制度名① 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

統計調査の円滑

な実施 

統計調査が円滑に

実施されるよう、

統計調査の実施主

体である地方公共

団体等との連携を

強化する。 

○ 意見交換の機会の積極的な設定 

自治体等に対し、各種会議の場を通じて

各自治体等からの厚生労働統計に対する

要望を的確に把握する。 

平成２４年

４月～平成

２５年３月   

自治体等に対す

るアンケートの

結果、「説明・資

料が分かりやす

かった」等と回答

し た 割 合 が ８

０％以上 

 

                                                       

 

全国会議等に

出席した自治

体等の職員に

対して、アン

ケート調査を

実施し、その

結果により評

価 

 

統 計 企

画 調 整

室 

雇用・賃

金 福 祉

統計課 

賃 金 福

祉 統 計

室 

世 帯 統

計室 

 

 

 

 

 

 

 

○ わかりやすい情報提供 

自治体等に対し、厚生労働統計通信を通

じて分かりやすい情報提供を行う。 

平成２４年

４月～平成

２５年３月 

厚生労働統計通

信を年６回発行 

厚生労働統計

通信の発行状

況により評価 

企 画 課

普 及 相

談室 
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施策・制度名② 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

統計調査結果等

の周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統計調査の実施に

当たっては、調査

の対象となる個人

や企業等の協力が

不可欠であること

から、公的統計が

国民生活の向上に

どのように役立っ

ているのかなどに

ついて国民の理解

の促進を図る。 

○ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

①統計調査結果等について、「厚生労働」

を通じて広報する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年

４月～平成

２５年３月 

① 「厚生労働」

（平成24年4

月号～25 年 3

月号）の「今

月のＤＡＴ

Ａ」に掲載す

る統計調査結

果等につい

て、公表状況

を踏まえ、３

０件以上とす

る。  

 

①「厚生労働」

への掲載状況

により評価      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普 及 相

談室 

（ 全 課

室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②統計調査結果の具体的活用事例につい

て広報する。 

 

 

 

平成２４年

４月～平成

２５年３月 

②統計調査結果

の具体的活用

事例を本省ホ

ームページ等

に掲載した件

数、基幹統計７

件以上とする。 

 

② ホームペ

ージ等へ

の掲載状

況により

評価 

 

 

統 計 企

画 調 整

室 

（ 基 幹

統 計 所

管課室） 
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施策・制度名④ 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

申請・届出等手

続きの電子申請

の利便性向上と

利用促進 

国が扱う申請・届

出等手続きの電子

申請に関し、多く

の国民に利用いた

だき、利便性・サ

ービス向上を実感

していただくこと

を目指す。 

○ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

電子申請について、利便性の向上を図

る。 

 

平成２４年

４月～平成

２５年３月 

電子申請の利

便性の向上と,利

用の促進を図る

ため、社会保険労

務士との定期協

議を年 10 回以上

開催する。 

左記に掲げた

目標について

評価する。 

情 報 シ

ス テ ム

課 

 

○ わかりやすい情報提供 

電子申請について、利用の促進を図る。 

 

平成２４年

１１月（予

定） 

電子申請の利

用促進のための

ＰＲを年 1 回電

子政府利用促進

週間に行う。 

 

  

施策・制度名③ 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

統計データの二

次的利用の推進 

統計データの二次

的利用制度が整備

されたことを踏ま

え、当該制度につ

いて周知し、学術

研究や高等教育に

おける厚生労働統

計の活用を支援す

る。 

○ 意見交換の機会の積極的な設定 

二次的利用の趣旨等について理解を促

すため、各種学会への参加を通じる等によ

り広報するとともに、意見交換を通じてニ

ーズを把握する。 

 

平成２４年

４月～平成

２５年３月 

大学等への説明

３回以上。 

説明会の実

施状況により

評価。 

企画課 

審 査 解

析室 
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平成 24年度広報実施計画 

【医政局】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

医療機能情報提

供制度 

国民の本制度に対

する認知度を上げ

る。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

・該当なし。 

 各都道府県のホー

ムページへのアク

セス数が前年度を

上回る。 

各都道府県に

対してアンケ

ート調査を実

施する（年度

末）。 

総務課  

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

①テレビ等を通じて本制度を紹介する。（検

討中） 

②政府広報で本制度を紹介する。（検討中） 

③月刊「厚生労働」に本制度の紹介記事を

掲載する。（検討中） 

 

 

８月目途 

 

８月目途 

８月目途 

３ わかりやすい情報提供 

①厚生労働省のホームページのトップペー

ジに医療機能情報提供制度を紹介するペ

ージへのリンクを張る。 

 

②各都道府県等に厚生労働省の当該ページ

へのリンクを張るよう依頼する。 

 

 

６月目途 

 

 

 

６月目途 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

・該当なし。 
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施策・制度名 広報の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

歯科口腔保健の

推進に関する法

律【歯科口腔保

健法】 

国民の歯科口腔保

健に対する認知度、

認識の上昇を目指

す 

１ ＨＰによる情報提供の確立 

 １）国の基本的事項の取組、目標等 

 ２）国の歯科疾患実態調査の結果等 

 ３）各都道府県の現行計画の取組、目標

等 

 ４）各都道府県の条例、基本的事項策定

の進捗状況等 

 ５）その他 

  

２ その他の情報提供の実施 

 １）全国厚生労働関係部局長会議 

 ２）全国医政関係主管課長会議 

 ３）歯科保健担当課長ブロック会議 

 ４）その他 

１ ＨＰに

よる情報提

供の確立 

 ７月目途 

 

※口腔保健

法の基本的

事項を策定

した後に実

施する予定 

 

２ その他

の情報提供

の実施 

 適宜実施 

・う蝕の地域格差

の縮小（３歳児、

１２歳児） 

 

・歯科口腔保健の

推進に関する条例

を策定している都

道府県の増加 

・３歳児健診結

果、学校保健統

計結果の評価 

 

・各都道府県へ

アンケート調

査（６ヶ月毎） 

歯 科 保

健 課 歯

科 口 腔

保 健 推

進室 

基本的事

項の内容

により目

標等の変

更の可能

性有り。 

地方公共団体の地

域の状況に応じた

基本的事項等の策

定を支援する 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

ジェネリック医

薬品の安心使用

促進 

ジェネリック医薬

品の信頼性につい

て、国民・医療関係

者の理解を深め、更

なる使用促進につ

なげる。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

①医療関係者を対象としたセミナーを開催

し、講演プログラムと参加者との意見交換

を行うことにより、参加者のジェネリック

医薬品に対する理解の向上を図る。 

 

９月、３月 

 

ジェネリック医薬

品の数量シェアを

30％以上とする 

 

次期薬価調査

により集計 

経済課  

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

①ジェネリック医薬品の使用促進に積極的

に取り組む自治体、医療機関及び薬局等に

対してその取組内容を聴取し、報告書のか

たちでとりまとめて広く情報提供を行う。 

②ジェネリック医薬品の信頼性向上のため

の取組（アクションプログラム）の実施状

況について、広く情報提供を行う。 

 

６月 

 

 

 

７月 

３ わかりやすい情報提供 

①医療関係者等が抱くジェネリック医薬品

に対する誤解に対し、厚生労働省としての

科学的見解をとりまとめて、パンフレット

の形で都道府県等を通じて配布を行う。 

②ホームページの「後発医薬品（ジェネリ

ック医薬品）の使用促進について」のコー

ナーを、より分かりやすいページとするよ

う改善する。 

③一般国民向けのリーフレットを作成し、

都道府県等を通じて配布を行う。 

④広報誌（月刊厚生労働）を通じて、一般

国民にジェネリック医薬品についてわかり

やすく解説する。 

 

６月 

 

 

 

９月 

 

 

 

３月 

 

未定 

４ 情報提供のための手法と技術の向上  
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平成 24年度広報実施計画 

【健康局】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

臓器移植 国民の臓器移植に

関する理解を深め

るとともに、臓器提

供に関する意思表

示を促進する。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

【意思表示の促進】 

日本臓器移植ネットワークと協力し、都

道府県コーディネーターや腎臓バンク等を

対象とした会議を開催し、臓器移植に関す

る普及啓発の有効な取り組みなどの情報交

換・共有を図る。 

 

 

11 月 

臓器移植に関する

理解を促進し、脳

死下臓器提供件数

を 対 前 年 比 ＋  

１０％以上とす

る。 

 

 

 

脳死下におけ

る臓器提供件

数の確認 

 

疾 病 対

策 課 臓

器 移 植

対策室 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

【臓器移植に関する理解を深める】 

①「脳死下での臓器提供事例に係る検証会

議」における検証１００例のまとめを広報

誌「厚生労働」に掲載。 

②①について、記者向けの説明会の実施。 

③国民のニーズ、情報共有のため、世論調

査について関係機関と連携し実施する。 

④臓器移植委員会等の公表資料について、

厚労省ホームページ上でリンク先を改善す

るなど、より分かりやすいように工夫する。 

 

 

 

６月 

 

 

４月 

７月 

 

７月 

３ わかりやすい情報提供 

【意思表示の促進／臓器移植に関する理解

を深める】 

①健康保険証、運転免許証に意思表示欄が

設けられていることを厚労省ホームページ

に掲載する。（分かりやすいページとするよ

うに改善する。） 

②10 月の臓器移植普及推進月間や 10/16 の

「グリーンリボンＤＡＹ」に合わせ、日本

臓器移植ネットワークと協力し臓器移植に

関する知識や制度についての一般的な情報

 

 

 

７月 

 

 

 

10 月 
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を周知する。 

・「臓器移植推進国民大会」の開催 

 ・政府広報（新聞広告、インターネット

等）の活用 

・地下鉄の駅等のスペースにおけるＰＲ

広告の掲出。 

・報道発表による告知。 

③日本臓器移植ネットワークにおいて、説

明用リーフレット、ポスター等の作成・配

布を行う。（厚労省において、これらに係る

補助金の支出及び助言を行う。） 

④全国の中学３年生を対象に教育用普及啓

発パンフレットを作成し配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

通年 

 

 

 

１月 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

【意思表示の促進】 

①日本臓器移植ネットワークと協力し、Ａ

Ｃジャパンやグリーンリボンキャンペーン

を企画する民間企業等から効果的かつ的確

な情報提供に関する提言を収集する。 

②自治体において地域の実情に応じて行わ

れる取組について、先進事例・好事例を全

国担当課長会議等で紹介する。 

 

 

 

８月 

 

 

 

２月 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

平成 24年度 

肝炎対策普及啓

発事業 

平成 22 年 1 月に施

行された「肝炎対策

基本法」や平成 23

年 5 月に策定した

「肝炎対策基本指

針」の趣旨等を踏ま

え、国民一般の肝炎

に対する関心を高

め、肝炎の知識の普

及、肝炎患者等への

偏見や差別の解消

などを図り、より一

層、肝炎総合対策を

推進する。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 7/28 を「日本肝炎デー」に設定し、誰

でも参加できる場を設定する。 

 

 

 

通年 

（日本肝炎

デーは

7/28） 

必要な検査や治療

が適切に行われ、

不当な偏見・差別

による問題が解消

されるよう、一人

でも多くの国民に

「肝炎」を正しく

知っていただく。 

（通年） 

厚生労働省で

実施している

補助事業（肝炎

治療特別促進

事業、特定感染

症検査等事業、

健康増進事業

（肝炎ウイル

ス検診））の実

施状況の把握、

健保連などへ

の実態照会 

等 

 

（イベント） 

イベント参加

者に対するア

ンケート調査

により、肝炎に

対する認識変

化を把握する 

等 

肝 炎 対

策 推 進

室 

 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 7/28 の「日本肝炎デー」において、来

場者アンケートを実施。 

 

② twitter、Facebook などを活用し、国民

のニーズや情報を共有する。 

通年 

（日本肝炎

デーは

7/28） 

３ わかりやすい情報提供 

① 患者、健常者、世代別など、明確なタ

ーゲットに分類し、ターゲットごとに最

適なアプローチを可能とする手法を検討

して、分かりやすいテーマに基づく個別

メッセージを発信する。 

 

② 通年で実施。 

通年 

（日本肝炎

デーは

7/28） 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

① ＨＰのみならず、twitter や Fecebook

などを活用する。 

 

 

通年 

（日本肝炎

デーは

7/28） 
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平成 24年度広報実施計画 

【医薬食品局】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

医薬品等の適正

使用、安全対策

等 

・医薬品等の適正使

用に関する国民、医

療関係者及び製造

販売業者等への制

度の周知、理解の促

進 

・偽造医薬品等の監

視・取締り、消費者

等への注意啓発 

 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

 

＜局内各政策・制度共通＞ 

① 地方自治体を対象とした会議の場を通

じ、医薬品等の適正使用推進、献血推進、

等の医薬食品局の所管する各事業につい

て、情報提供する。 

 

② 地方自治体を対象とした会議の場を通

じ、医薬品等の適正使用推進、献血推進

等の医薬食品局の所管する各事業につい

て、地方自治体からの意見・要望を把握

する。 

 

＜偽造医薬品等への対策＞ 

③ 偽造医薬品や違法ドラッグ等による健康

被害情報や違法製品の販売実態について、

製薬企業、関係行政機関等からなる協議会

を新たに設置し、情報を共有化する。 

 

 

 

 

6 月、2月 

 

 

 

 

6 月、2月 

 

 

 

 

 

 

年度内 

① 医薬品の正し

い使い方など

医薬品の適正

使 用 や 有 効

性・安全性確

保のための基

本的事項を知

っている方の

割合を８０％

以上とする。 

 

② 医薬品医療機

器総合機構の

「医薬品医療

機器情報提供

ホ ー ム ペ ー

ジ」のアクセ

ス数を前年度

以上とする。 

 

③ 厚生労働省ホ

ームページ上

の医薬品等の

適正使用に係

るページ（お

くすり e 情

報）のアクセ

ス数を前年以

上とする。 

 

① 行 政 モ ニ

タ ー に 対

し て ア ン

ケ ー ト を

実施し、そ

の 結 果 に

より評価。 

 

 

 

 

② 「 医 薬 品

医 療 機 器

情 報 提 供

ホ ー ム ペ

ージ」のア

ク セ ス 数

に よ り 評

価。 

 

③ 「 お く す

り e情報」

ペ ー ジ の

ア ク セ ス

件 数 に よ

り評価。 

総務課 

 

安 全 対

策課 

 

監 視 指

導・麻薬

対策課 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

 

＜医薬品等の安全対策＞ 

① 公開の審議会で、副作用報告数を報告す

るとともに、当該資料をホームページで

公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

随時 
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  ＜偽造医薬品等への対策＞ 

② 個人輸入される偽造医薬品や違法ドラッ

グ等による健康被害の情報などを収集す

るためのホットライン（コールセンター）

及びこれらの情報を掲載する啓発ＨＰを

新たに開設し、消費者に対する注意啓発

を行う。 

 

年度内     

３ わかりやすい情報提供 

 

＜医薬品等の適正使用推進＞ 

① くすりと健康の週間について記者発表す

る（わかりやすい文書支援室を活用した

分かりやすい記者発表資料の作成）。 

② 厚生労働省ホームページに医薬品等の適

正使用に係る制度について掲載する（分

かりやすいページとするように改善す

る）。 

③ 適正使用に係る分かりやすいパンフレッ

トを作成、配布する（関係団体、子ども

霞ヶ関見学デー等のイベントなど）。 

④ 広報誌（月間厚生労働）を通じて、一般

国民に医薬品の適正使用についてわかり

やすく解説する。 

 

＜医薬品等の安全対策＞ 

⑤ 日本医師会及び日本歯科医師会の会員、

薬剤師会、関連学会、都道府県等に対し、

医薬品・医療機器等安全性情報報告制度

啓発ポスターを配布し周知を図る。 

⑥ 「医薬品・医療機器等安全性情報」を発

行し、医療関係者等に副作用情報を提供

するとともに、医薬品・医療機器等安全

性情報報告制度の周知を図る。 

 

 

 

10 月 

 

 

随時 

 

 

 

８月～10

月 

 

時期未定 

 

 

 

 

３月 

 

 

 

随時 
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⑦ 医薬品医療機器総合機構のホームページ

で、医薬品・医療機器等安全性情報報告

制度の概要などを説明し、医療関係者の

理解を図る。 

⑧ 医薬品医療機器総合機構の「医薬品医療

機器情報提供ホームページ」について、

医薬品の調剤時に患者に提供される薬剤

情報提供書に記載する等により、患者へ

の周知を図る。 

 

＜偽造医薬品等への対策＞ 

⑨ 偽造医薬品や違法ドラッグ等に関する啓

発ＨＰについて、検索サイトにバナー広

告を掲載し、当該啓発ＨＰの閲覧機会を

増やす。 

⑨ 医薬品の個人輸入や違法ドラッグの危険

性等について、医療機関、保健所、税関

等に配布する啓発資料を作成し、消費者

や医師等に対して提供する。 

随時 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

 

年度内 

 

 

 

年度内 

  ４ 情報提供のための手法と技術の向上 

＜局内各政策・制度共通＞ 

① 局内の職員が、広報に関する研修を受講

し、職員の技能向上に努める。 

 

② 医薬品医療機器総合機構の広報担当者も

広報に関する研修を受講し、技術向上に努

める。 

 

 

随時 

 

 

随時 

    

  

 

 



23 

 

  

 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

献血の推進 若年層を中心に 

献血の正しい知識

や必要性について

普及啓発を行い、 

献血に対する理解

を促進 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

 

① 血液関係ブロック会議や献血推進運動

中央連絡協議会において、学生献血推進

ボランティアの方も交えた形で地方自

治体等と意見交換を行う。 

 

 

５月～６月 

１０月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①参加した子が、

大きくなったら

本当の献血をし

てみたいと思う

割合を７０％以

上とする。 

 

②献血への関心が

高まった高校の

割合を５０％以

上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①模擬献血に

参加した人

へのアンケ

ートにより

評価 

 

 

②テキストを

配布した高

校の教師へ

のアンケー

トにより評

価 

血 液 対

策課 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 「はたちの献血」キャンペーンを通じ

て、報道機関の理解を促す。 

② 毎年度策定する「献血の推進に関する計

画」に対し、パブリックコメントを募集

する。 

 

１月 

 

１月～２月 

３ わかりやすい情報提 

① 政府広報や「月刊 厚生労働」を活用し、

国民に周知を図る。 

 

② 子ども霞が関デーにおいて、模擬献血を

通じて、献血に触れ合う機会を提供す

る。 

③ 高校生向けテキスト「献血ＨＯＰ ＳＴ

ＥＰ ＪＵＭＰ」を作成し、全国の高校

２年生向けに配布を行う。 

 

７月 

１～２月 

 

８月 

 

 

３月予定 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

① 平成 22 年度の厚生労働科学研究事業の

研究成果である、献血に関しての各世代

毎での効果的な広報手法等について、関

係者に情報提供し、献血に関する広報へ

の活用を図る。 

 

随時 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容  実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

医療上必要な

医薬品・医療機

器の迅速な承

認に向けた取

組 

国民、医療関係者

及び製造販売業者

等への周知、理解

の促進 

 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

－ 

  

－ 

 

 

関係者の理解の

向上を図る 

 

                                                       

 

 審 査 管

理課 

 

医 療 機

器 審 査

管理室 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 医療上の必要性の高い未承認薬・適

応外薬検討会議の要望募集で寄せら

れた要望等をホームページで公開。 

② 医療ニーズの高い医療機器等の早期

導入に関する検討会に学会などから

寄せられた要望等をホームページで

公開。 

  

随時 

 

 

随時 

３ わかりやすい情報提供 

① 医療上の必要性の高い未承認薬・適

応外薬検討会議での検討結果等につ

いて、速やかにホームページで公開。 

② 医療上の必要性の高い未承認薬・適

応外薬検討会議で公知申請が妥当と

され、薬事・食品衛生審議会で事前

評価が終了した品目について、報告

書を速やかにホームページで公開。 

③ 医療ニーズの高い医療機器等の早期

導入に関する検討会での検討結果等

について速やかにホームページで公

開。 

④ 医薬品医療機器総合機構ホームペー

ジで、新医薬品・医療機器の審査報

告書・資料概要、総審査期間のデー

タ等を公開。 

  

随時 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

随時 

４ 情報提供のための手法と技術の向上  

－ 

  

－     
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

医薬品等副作用

救済制度 

国民、医療関係者及

び製造販売業者等

への制度の周知、理

解の促進 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

   

－ 

 

 

－ 

 

国民等の救済制度

への認知度を前年

度（２３年度）以

上に高める。 

 

※23年度調査結果 

認知率 

一般国民 23.9% 

医療関係者 82.7% 

 

ＰＭＤＡが平

成２４年１１

月頃に実施を

予定する救済

制度認知度調

査による認知

率が前年度を

上回ること。

（結果の公表

は平成２５年

３月頃を予定） 

医 薬 品

副 作 用

被 害 対

策 室  

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

 

    － 

 

 

－ 

３ わかりやすい情報提供 

 

① 医薬品医療機器総合機構による広報（ホ

ームページへの掲載、講演、新聞・雑誌

への掲載等）の実施。 

 

② 薬と健康の週間で配布するリーフレッ

トに救済制度に関する記述を掲載。 

 

③ 医療関係者に対し、安全性情報報告制度

啓発ポスターを配布する際に、救済制度

のパンフレットを同封し配布。 

 

④ 中学３年生に配布する教材に救済制度

に関する記述を掲載。 

 

 

随時 

 

 

 

１０月 

 

  

２５年３月 

 

 

 

２５年３月 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

－ 

 

 

 

－ 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

特定フィブリノ

ゲン製剤及び特

定血液凝固第Ⅸ

因子製剤による

Ｃ型肝炎感染被

害者を救済する

ための給付金の

支給に関する特

別措置法に基づ

く給付金の支給 

給付金支給の仕組

み等について国民

に周知 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

 

－ 

 

 

 

 

－ 

 

特定フィブリノゲ

ン製剤及び特定血

液凝固第Ⅸ因子製

剤によるＣ型肝炎

感染被害者を救済

するための給付金

の支給に関する特

別措置法の対象と

なり得る人に請求

手続等を知ってい

ただく。 

 

－ 

 

医 薬 品

副 作 用

被 害 対

策 室 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

  

     － 

 

 

 

 

－ 

３ わかりやすい情報提供 

 

① 厚生労働省及び医薬品医療機器総合機

構のホームページに給付金支給の仕組

み等を掲載。 

 

② 厚生労働省及び医薬品医療機器総合機

構に電話相談窓口を設置し質問等に応

対。 

 

③ 政府広報を活用した広報の実施 

 

 

 

随時 

   

 

 

随時 

  

 

 

７月頃 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

 

－ 

 

 

 

 

 

－ 
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平成 24年度広報実施計画 

【医薬食品局食品安全部】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

食品中の放射性

物質の新基準値

の施行 

国民の食品中の放

射性物質による健

康影響や新基準値

の内容に対する理

解を深める。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 新基準値等の国民の理解を深めるとと

もに、国民の意見・要望を把握するため

に意見交換を開催する。 

 

随時 

(年10数回) 

 

内容を理解した方

の割合を７０％以

上とする。 

意見交換会参

加者に対して

アンケートに

より評価 

食品安

全部 

 

 

 

② 関係府省、地方自治体等が開催する意

見交換会について、職員を講師として派

遣する。 

随時 

 

― 

 

― 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 厚生労働科学研究により、国民の食品

中の放射性物質に関する認識や情報提供

を希望する事項等を調査する。 

 

年度内 

 

次年度のリスコミ

に資する成果を得

る。 

 

評価委員会に

おいて評価 

 

企画情

報課 

３ わかりやすい情報提供 

① 政府広報等を活用し、国民に周知を図

る。 

② 消費者庁と共同で、放射能の基礎知識

や新基準値について、パンフレット（Ｑ

＆Ａ）を作成する。 

③ 都道府県等が実施する食品中の放射性

物質の検査結果について、基準値を超え

なかったものを含め、毎日、厚労省で集

約し、ホームページで公表する。 

 

３月中旪か

ら４月末 

４月 

 

 

随時 

 

 

 

 

― 

 

 

― 

 

食品安

全部 

④ 地方自治体においても、国民に周知す

る必要があるため、地方自治体を対象と

した講習会等を開催し、自治体担当者の

理解を深める。 

随時 内容を理解した方

の割合を８０％以

上とする。 

 

講習会等参加

者に対してア

ンケートによ

り評価 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

① 厚生労働科学研究により、より効果的

な周知の方法について研究を行う。 

 

年度内 

次年度のリスコミ

に資する成果を得

る。 

評価委員会に

おいて評価 

企画情

報課 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

その他の食品安

全に関する施策 

国民の食品安全に

関する理解を深め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① ＢＳＥ対策の国民の理解を深めるとと

もに、意見・要望を把握するために意見

交換を開催する。 

② 輸入食品対策の国民の理解を深めると

ともに、意見・要望を把握するために意

見交換会を開催する。 

 

食品安全委

員会の答申

後 

１月 

 

 

 

 

内容を理解した方

の割合を７０％以

上とする。 

 

 

 

 

意見交換会参

加者に対して

アンケートに

より評価 

食品安

全部 

 

 

 

 

③ 関係府省、地方自治体等が開催する食

品安全に関する意見交換会について、職

員を講師として派遣する。 

随時 ― 

 

― 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 意見交換会等において国民の食品安全

に関する意見・要望を把握する。 

 

随時 

 

― 

 

― 

食品安

全部 

３ わかりやすい情報提供 

① 規格・基準の設定等を行った際に、ホ

ームページに掲載する（分かりやすいペ

ージとするように改善する）。 

 

随時 

 

 

 

― 

 

 

― 

 

食品安

全部 

② 地方自治体においても、国民に周知す

る必要があるため、地方自治体を対象と

した講習会等を開催し、自治体担当者の

理解を深める。 

随時 内容を理解した方

の割合を８０％以

上とする。 

 

講習会等参加

者に対してア

ンケートによ

り評価 

 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

① 厚生労働科学研究により、より効果的

な周知の方法について研究を行う。 

 

年度内 

次年度のリスコミ

に資する成果を得

る。 

評価委員会に

おいて評価 

企画情

報課 
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平成 24年度広報実施計画 

【労働基準局】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

職場のパワーハ

ラスメント問題

の予防・解決 

職場のパワーハラ

スメント問題の予

防・解決の提言（仮

称）の周知 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

①― 

 

 

― ポータルサイトの

閲覧数を一月平均

15,000 件 

ポータルサイ

トの閲覧数を

把握し、その結

果により評価 

労 働 条

件 政 策

課 賃 金

時間室 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

①広報媒体を通じて、法案の内容を周知 

 

４月目途 

３ 分かりやすい情報提供 

①ポスター、パンフレット等の作成 

・分かりやすい文書支援室を活用してポス

ター、リーフレット等を作成し、関係機関

に配布 

②ポータルサイトの開設 

  

 

①５月下旪

目途 

②１０月目

途 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

①－ 

 

 

 

 

－ 
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平成 24年度広報実施計画 

【職業安定局】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

新卒応援ハロー

ワークの周知 

新卒応援ハローワ

ークの支援内容を

国民に周知する。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

出先機関を対象とした会議を開催し、新卒応援ハローワ

ークについて情報提供する。 

※別途実施時期が合えば職業安定部長会議も活用して情

報提供を行う。 

５月 新卒応援

ハローワ

ークを認

知してい

る方の割

合につい

て 、下半

期が上半

期を上回

ること。 

事業主に対し

てオンライン

アンケートを

実施 

若 年 者

雇 用 対

策室 

 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組みの確立 

新卒応援ハローワークの利用者にアンケートを実施し、ニ

ーズや満足度を把握する。 

２月 

３ わかりやすい情報提供 

① 新卒応援ハローワークの支援メニューについて記者発 

表する（わかりやすい文書支援室を活用した分かりやすい 

記者発表資料の作成）。（内定率発表に併せて） 

② ハローワーク新卒応援通信や人事労務メールマガジン 

を活用し、新卒応援ハローワークの支援メニューについて

周知啓発を行う。 

③ ホームページに新卒応援ハローワークの支援メニューに 

ついて掲載する（分かりやすいページとするように工夫す

る）。 

④ ホームページの新卒応援ハローワークの支援メニュー 

のＱ＆Ａを国民の声を参考に改善する。 

⑤ 新卒応援ハローワークのパンフレットについて、わかり 

やすい文書支援室を活用してわかりやすいパンフレットを

作成し、出先機関へ配布する。 

⑥ フェイスブック広告 

フェイスブックを活用した広告により周知啓発を行う。 

 

５、11、１、

３月 

 

随時 

 

 

随時 

 

 

随時 

 

随時 

 

 

５月 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

雇用（その他） 雇用施策（その他）

の内容を国民に周

知する。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

出先機関を対象とした会議を開催し、主要な施策について 

情報提供する。 

４月 平成24年

度の職業

安定局の

主要施策

（ 新卒 応

援ハロー

ワー ク を

除く）の認

知度につ

い て 、 下

半期が上

半期を上

回ること。 

事業主に対し

てオンライン

アンケートを

実施 

公 共 職

業 安 定

所 運 営

企画室 

 

 

２ わかりやすい情報提供 

① 毎月の雇用失業情勢について記者発表し、記者会見を 

開催する。その際、被災地の雇用失業情勢及び雇用対策

についても適宜発表し、ホームページにも掲載する。 

② 雇用対策について、新規の事案や制度変更などがあっ 

た場合には、分かりやすい文書支援室を利用してわかり

やすい記者発表資料やチラシを作成し、可能な限り速や

かにホームページに掲載する。 

 

毎月末 

 

 

随時 

 

 

３ 情報提供のための手法と技術の向上 

広報担当者を中心として、積極的に広報研修を受講し、職

員の技能向上に努める。 

随時 
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平成 24年度広報実施計画 

【職業能力開発局】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

公共職業訓練 公共職業訓練の活

用を図る。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

・公共職業能力開発施設の運営主体に対し、

ヒアリング等を行い、今後の施策に活用す

る。 

 

随時 

 

－ 

 

－ 能 力 開

発課 

－ 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

・ＨＰ等を活用し、職業訓練に関する広報

を実施 

 

随時 

３ わかりやすい情報提供 

①（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

の職業訓練の風景動画を厚生労働省ＨＰに

リンクさせる 

②（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

の公共職業訓練（在職者訓練、離職者訓練）

の活用事例をＨＰに公開 

③政府広報により制度ＰＲ 

 

随時 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

・１によるヒアリング等により、必要があ

れば、改善を図る。 

 

随時 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

ジョブ・カード

制度 

求職者等に対する

ジョブ・カードの利

用を促進する 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 業界団体の会議に出席し、制度に対する

企業側からの意見を聴取する。 

 

 

 

② ジョブ・カード普及サポーター企業に対

しアンケートを実施し、制度に対する意

見を聴取する。 

 

9 月～10月 

(9 ブロッ

ク) 

 

 

７月 

ジョブ・カード取

得者数 

制度発足時（平成

20年４月）からの

累計１００万人 

 

関係機関で把

握したものを

集計 

 

実 習 併

用 職 業

訓 練 推

進室 

 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

 厚生労働省の広報誌「月刊厚生労働」に

てジョブ・カード制度の広報を行う。 

４月 

３ わかりやすい情報提供 

①  ジョブ・カード制度に関するポスター

を作成し、出先機関、委託事業の受託者

へ配布する。 

 

② ジョブ・カード制度のパンフレットにつ

いて 

 ・ わかりやすい文書支援室を活用して

パンフレットを作成し、出先機関、委

託事業の受託者、都道府県等へ配布す

る。 

 ・ 委託事業の受託者からパンフレット

に対する意見を聴取する。 

 

８月 

 

 

 

 

 

11 月 

 

 

 

3 月 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

 省内で行われる広報研修へ積極的に参加

する。 

随時 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

キャリア・コン

サルティングの

普及促進 

労働者の自立的な

キャリア形成を支

援するために、キャ

リア・コンサルティ

ングの普及促進を

図る 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

・キャリア・コンサルティングを行う仕組みのあ

る企業や教育訓練機関等にヒアリング調査等を

行い、企業等のニーズ及び普及に当たっての課題

を把握する。 

 

7～10 月 

－ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ ャ リ

ア 形 成

支援室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ わかりやすい情報提供 

・労働者の主体的なキャリア形成について取組み

を行っている企業を広く募集する。応募企業の取

組み状況について審査を行い、優れた取組み（グ

ッドプラクティス）を行っていると認められた企

業を「キャリア支援企業」として表彰する。 

・年度内をめどに、「キャリア・コンサルタント

情報提供サイト」の運用を開始し、キャリア・コ

ンサルティングの好事例等を掲載するとともに、

キャリア・コンサルタントの所在やその得意分

野、依頼のしかた等を広く提供する。 

 

募集6～7月 

表彰 11月 

 

 

 

 

 

運用開始 

2月 

３ 情報提供のための手法と技術の向上 

・キャリア支援企業表彰後は、ＨＰ掲載、セミナ

ー等により、優れた取組み（グッドプラクティス）

を広く普及する。 

・「キャリア・コンサルタント情報提供サイト」

の運用開始後は、利便性に考慮し、その改善に努

める。 

 

11 月以降 

 

 

 

2 月以降 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

技能検定制度・

技能振興 

技能検定の認知度

を高めるとともに、

ものづくりの魅力

の喚起を通して、若

年ものづくり人材

の確保･育成につな

げる。 

 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

 ・ 技能検定に関係する機関等に対してヒアリン

グ・ニーズ把握を行い、今後の施策に活用する。 

 

適宜 

平成 24 年度技能

検定の受検申請者

を前年度比増加を

見込む。 

 

各種競技大会、若

年者に対する技能

者の魅力増進事業

（技能に関する展

示事業）等につい

ては、来場者のも

のづくりに対する

意識に影響を与え

ることにより、今

後の各種競技大会

等の来場を促す。 

受検申請件数

調査を集計 

 

 

 

アンケート調

査 

能 力 評

価課 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

 ・ 技能検定職種の統廃合等、重要な施策の決定に

ついては、任意のパブリックコメントを実施す

る。 

・ 若年者ものづくり競技大会及び技能五輪全国大

会の来場者の若年者層に、大会をきっかけに職業

能力の習得に意欲を持った割合をアンケート調査 

・ 若年者に対する技能者の魅力増進事業（技能に

関する展示事業）の来場者に、技能について魅力・

重要性を認識した者や職業能力の習得等への関心

を持った者の割合をアンケート調査 

 

７月 

 

 

８月 

１０月 

２月 

 

年度内 

３ わかりやすい情報提供 

① ホームページ掲載内容について、関係法令改正の

内容、各種競技大会等の開催案内等を速やかに反映

する。その他よりわかりやすい内容となるよう修正

する。 

② 技能検定実施計画について、記者発表を行う（わ

かりやすい文書支援室を活用）。 

③ 技能検定制度のパンフレット等を関係者へ配布す

る（わかりやすい文書支援室を活用）。 

 

４月 

適宜 

 

 

２月 

 

 

２月 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

 ・ 技能検定に関係する機関等に対してヒアリング

を行い、情報提供の好事例を収集し、今後の情報

提供の参考とする。 

 

適宜 
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平成 24年度広報実施計画 

【雇用均等・児童家庭局】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

児童手当制度 「児童手当法」の内

容を国民に周知 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 制度の実施主体となる市町村から随時

照会・要望等を受け付け、Ｑ＆Ａ等の形

で回答する 

 

随時 

児童手当が支給対

象者に確実に支給

されること 

（児童の出生に伴

い新規認定した者

のうち、児童の出

生月の翌月分から

支給された者の割

合９５％以上） 

児童の出生に

伴い新規認定

した者のうち、

児童の出生月

の翌月分から

支給された者

の割合を調査

（サンプル調

査） 

児 童 手

当 管 理

室 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 「国民の声」に寄せられるメールや日々

の国民からの電話照会・意見等を整理

し、共有する 

 

随時 

３ わかりやすい情報提供 

① ホームページに「児童手当法」に係る資

料を掲載する 

・ 関係法令、通知等 

・ Ｑ＆Ａ 

・ リーフレット など 

② 法律に基づき必要な届出等を記載した

リーフレットのひな形を作成し、市町村

へ提供する 

③ 関係機関（国立病院機構等）にリーフレ

ット配布し、新たな手当の支給対象者に

対する申請勧奨の取組を行う 

④ 新聞記事下広告（現況届提出の呼びか

け） 

⑤ 平成 23 年度特別措置法による子ども手

当の申請期限の延長の周知 

 

４月 

 

 

 

 

５月 

 

 

６月 

 

 

６月 

 

未定 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

① わかりやすい文書支援室へ広報資料へ

の助言・指導を求める 

② 広報関係の研修への担当職員の積極的

参加 

 

随時 

 

随時 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

改正育児・介護

休業法の全面施

行 

一部の規定の適用

が猶予されていた

常時雇用する労働

者が100人以下の事

業主に7月1日から

それらの規定が適

用されることを、当

該事業主等に周知

する。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定  ２４年度の都道府

県労働局雇用均等

室への相談件数

（所定外労働の制

限関係、育児の所

定労働時間の短縮

措置等（２３条）

関係、介護休暇関

係の合計）前年度

以上 

２４年度の都

道府県労働局

雇用均等室へ

の相談件数（所

定外労働の制

限関係、育児の

所定労働時間

の短縮措置等

（２３条）関

係、介護休暇関

係の合計）によ

り評価 

職 業 家

庭 両 立

課 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 雇用均等室による説明会の開催（必要に

応じて） 

 

 

 

随時 

３ わかりやすい情報提供 

① 雇用均等室におけるリーフレットの配

布。併せて、厚生労働省のＨＰにもリー

フレットを掲載。 

 

② 事業主向けの労働保険の年度更新リー

フレットに情報を掲載 

 

③ 人事労務メルマガ（厚労省人事労務マガ

ジン）を活用して情報提供 

 

④ 政府広報（新聞・インターネットバナー

広告等）に情報を掲載（希望中） 

 

 

 

随時 

 

 

 

６月 

 

 

４～９月 

 

 

６月 

 

 

 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 
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平成 24年度広報実施計画 

【社会・援護局（社会）】 

施策・制度名 広報の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

介護の日・福祉

人材確保重点実

施期間 

介護についての理

解と認識を深め、介

護サービス利用者

及びその家族、介護

従事者を支援する

とともに、これらの

人たちを取り巻く

地域社会における

支え合いや交流を

促進する。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① ｢介護の日｣について、全国主管課長会議

等を通じて地方自治体に情報提供する。 

 

② 福祉･介護関係団体に情報提供し、積極

的な啓発活動の実施を依頼する。 

 

 

① ３月 

 

 

② 8 月～

11月 

福祉人材確保重点

実施期間における

自治体・団体が実

施するイベントの

実施回数の増加 

福祉人材確保

重点実施期間

における自治

体・団体が実施

するイベント

数 

福 祉 基

盤課 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 政府公報オンラインのＨＰ上で｢介護の

日・福祉人材確保重点実施期間｣につい

て掲載する。 

② 政府広報（ラジオ、新聞等）を通じた情

報の発信 

③ 月刊「厚生労働」で情報発信する。 

 

 

10～11 月 

３ わかりやすい情報提供 

① 介護の日・福祉人材確保重点実施期間に

ついて記者発表する。 

② ホームページに介護の日・福祉人材確保

重点実施期間について掲載する。 

10～11 月 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

① 関係団体の広報媒体（HP、会報誌等）に

より情報提供を依頼する。 

 

② 省内メールの活用により普及・啓発の協

力を関係部局に依頼する。 

 

 10～11 月 
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施策・制度名 広報の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

赤い羽根共同募

金運動 

赤い羽根共同募金

は、きめ細やかな国

民の福祉ニーズに

応える民間の社会

福祉活動の貴重な

財源として重要な

役割を果たしてき

ているということ

を国民に周知する

ことによって、今一

度、国民の関心を喚

起し、理解・協力を

求め、地域の民間活

動の資金需要に応

えるべく募金増に

つなげる。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 赤い羽根共同募金について、全国主幹課

長会議等を通じて地方自治体に情報提

供する。 

② 中央共同募金会主催の会議に出席し、募

金活動の充実を要請する。 

 

３月 

各都道府県共同募

金会が 24 年度の

募金目標額に達す

るよう支援する。 

24 年度の各都

道府県共同募

金会の募金目

標額に対する

達成率で評価。 

総務課  

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

④ 月刊「厚生労働」で情報発信する。 

⑤ 厚生労働省ＨＰ上のフォトレポートに

赤い羽根空の第一便伝達式（９／３０）、

街頭募金（１０／１）の様子を掲載する。 

⑥ 政府公報オンラインのＨＰ上で赤い羽

根共同募金運動について掲載する。 

 

９月 

10 月 

 

 

10 月 

３ わかりやすい情報提供 

① 赤い羽根共同募金運動について記者発

表する。 

② ホームページに赤い羽根共同募金のし

くみや税制上の優遇措置等を掲載する。

（分かりやすいページとするよう改善

する）。 

③ 10 月 1 日に大臣等による街頭募金奉仕

活動。 

 

９月 

 

９月 

 

 

 

10 月 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

① 全閣僚に赤い羽根の着用を依頼する。 

② 各省庁に対する職域募金を依頼する。 

③ 省内メールの活用により募金への協力

を依頼する。 

④ 運動期間中の厚生労働省職員の赤い羽

根着用の要請する。 

 

 

９月 

９月 

９月 

 

９月 
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平成 24年度広報実施計画 

【社会・援護局（援護）】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

戦傷病者等の援

護 

平成 23 年改正法に

よる戦傷病者等の

妻に対する特別給

付金の請求を促進

する。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 都道府県を対象とした施行事務研修会を開催し、

特別給付金制度について情報提供する。 

② ブロック別援護主管課長会議や事務指導監査で、

都道府県が行う請求促進の取り組み等について意見

交換を実施する。 

 

6 月 

 

6～3月 

想定された対

象者の 80％

を処理する。 

処理件数によ

り評価する。 

援護課 

 

 

法施行 

：平成 

23 年  

10 月 

1 日 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

昨年に実施した個別請求案内のうち、不達者につい

て住所を調査のうえ、再度、新住所宛に必要情報を印

字した請求書を同封し、個別請求案内を行う。 

 

随時 

３ わかりやすい情報提供 

① 援護年金受給者向けに特別給付金の制度案内を記

した「援護年金受給者のしおり」を送付する。 

② 都道府県に対する特別給付金の制度概要やホーム

ページによる制度のお知らせなど、相手に理解して

もらえるようわかりやすい内容に努める。 

③ 政府広報（新聞、ラジオ等）で制度案内を行う。 

 

5 月 

 

随時 

 

 

未定 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

都道府県での広報の好事例を収集する。 

 

6～3月 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

戦没者の慰霊追

悼、戦中戦後の

労苦の継承 

戦傷病者、戦没者遺

族等の援護を図り、

一般国民とともに

平和を祈念する。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 各自治体等に昭和館、しょうけい館のパンフレッ

ト等を配付し、来館促進を依頼する。 

② 各自治体に対し慰霊巡拝計画や抑留中死亡者照合

調査について情報提供し、広報を依頼する。 

③ 全国戦没者追悼式の前後に都道府県と円滑な実施

に向けて意見交換を行う。 

 

1、3、6月 

 

3、6月 

 

8 月 

御遺骨・遺留

品の遺族への

伝達数の増 

 

慰霊巡拝の募

集定員の定数

を満たす 

 

抑留中死亡者

の遺族への資

料提供件数の

増 

 

昭和館、しょ

うけい館の来

館者数の増 

 

件数調査 

 

 

 

応募人数 

 

 

 

件数調査 

 

 

 

 

来館者数調査 

 

援護 

企画課 

 

援護 

企画課 

外事室 

 

業務課 

調査 

資料室 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 御遺骨・遺留品情報について、遺族や一般国民か

ら照会・情報提供できる仕組みを作る。 

② 厚生労働省の広報誌に特別記事を掲載するととも

に、随時、特別企画展等の行事を掲載する。 

③ 厚生労働省ホームページで、御遺骨・遺留品情報、

慰霊巡拝計画、式典のフォトレポートなどを掲載す

る。また、関係施設へのリンクを行う。 

④ 慰霊巡拝の参加遺族にアンケートを実施する。 

⑤ 厚生労働省ホームページに、硫黄島戦没者遺族等

の証言映像を掲載する。 

 

7 月 

 

随時 

 

随時 

 

 

派遣ごと

4月 

 

３ わかりやすい情報提供 

① 全国戦没者追悼式について政府広報、記者発表等

に加え、ツイッター等を活用して周知する。 

② 厚生労働省ホームページの抑留中死亡者の資料調

査に関するページを改善する。 

③ 行事等の記者発表に当たり、わかりやすい文書支

援室に協力を求める。 

 

8 月 

 

7 月 

 

随時 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

 昭和館、しょうけい館が主体となって行っている広

報活動を逐次指導する。 

 

逐次 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

中国残留邦人等

の支援 

戦争を経験してい

ない若年層も含め

た国民が、中国残留

邦人等に対する関

心と理解を持ち、地

域社会の一員とし

て温かく接するこ

とができる地域社

会をつくる。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 「中国残留邦人等への理解を深めるシンポジウム」

を開催する。 

② 全国厚生労働部局長会議等を通じて、自治体への

情報提供を行う。 

 

10 月 

 

随時 

シンポジウム

参加者を会場

座 席 数 の

80％以上 

 

シンポジウム

開催後、中国

残留邦人等に

対する関心と

理解を持った

参加者の割合

を 80％以上 

参加者数調査 

 

 

 

 

会場でアンケ

ートを実施

し、その結果

により評価 

援護 

企画課 

中国 

孤児等 

対策室 

 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① クラブ発表を通じて、マスコミへの情報提供を行

う。 

② シンポジウム参加者に対し、アンケートを行う。 

 

随時 

３ わかりやすい情報提供 

シンポジウムの開催日時や概要などについて、ポス

ターやリーフレットを作成、ホームページへの掲載を

し、分かりやすい広報に努める。 

 

随時 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 
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平成 24年度広報実施計画 

【社会・援護局障害保健福祉部】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

ロンドンパラリ

ンピックの開催 

障害者スポーツに

関する国民の関心

の向上を図る。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

  全国会議での周知や政府広報、月間厚

生労働などにおいて情報提供を実施。 

 

 

 

５～８月頃 国民一丸となって

パラリンピアンズ

を応援する。 

－ 企 画 課

自 立 支

援 振 興

室 

開催期間;

平成 24 年

8 月 29 日

～9月9日 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

  政府広報、月刊厚生労働などにおいて

情報提供を実施する。 

 

 

３ わかりやすい情報提供 

  政府広報、月刊厚生労働に情報を掲載

する。 

５～８月頃 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

－ 
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平成 24年度広報実施計画 

【老健局】 

施策・制度名 広報の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

認知症サポータ

ーの養成 

認知症サポーター

の養成を図る。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 地方自治体を対象とした会議の場で、認

知症サポーターの養成についての取り

組みを促す。 

 

２月 

 

 

 

平成２６年末まで

に全国で認知症サ

ポーターの人数を

４００万人にす

る。 

認知症サポー

ターの人数 

（平成２４年

末の人数を把

握） 

高 齢 者

支 援 課

認 知

症・虐待

防 止 対

策 推 進

室 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組みの

確立 

① 認知症施策についての行政説明などの

機会に、認知症サポーターの取り組みに

ついて周知を図る。 

 

 

随時 

３ 分かりやすい情報提供 

① ホームページに認知症施策の取り組み

について掲載する（現在の施策の状況を踏

まえ改善する）。 

 

 

５月 

 

 

４ 情報提供のための手法及び技術の向上

① 地域における認知症サポーターの活動  

事例の収集を行う。 

 

 

２月 
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平成 24年度広報実施計画 

【保険局】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

特定健診・特定

保健指導 

特定健診・特定保健

指導の実施率の向

上を図る。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 医療費適正化計画の策定主体たる都道

府県に対して、基本方針の改正等を通じ

て、特定健診・特定保健指導の実施率向上

に関する 29 年度に向けての国の目標等を

情報提供。 

 

② 各保険者に対して、特定健診等基本指

針の改正等を通じて、特定健診・特定保健

指導の実施率向上に関する 29 年度に向け

ての国の目標等を情報提供。 

 

 

５月 

乃至６月 

 

 

 

 

５月 

乃至６月 

特定健診実施率

70％、特定保健指

導実施率 45％（29

年度目標について

検討会において議

論中） 

 

特定健診・特定

保健指導の実

績報告（25 年

11 月〆切）に

おいて確認 

総 務 課

医 療 費

適 正 化

対 策 推

進室 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 検討会の開催を通じて、報道機関の理

解を促す。 

 

４月～随時 

３ わかりやすい情報提供 

① 政府広報等を活用した広告の実施 

 

② 生活習慣病関連ホームページと連携し

た特定健診・特定保健指導に関するホーム

ページ掲載情報の改善 

 

③ 健康づくり運動と連動した啓発活動の

実施 

 

④ 他の健康診断結果を保険者に情報提供

してくれるよう、関係機関に対して協力を

促すための周知活動の実施 

 

検討中 

 

８月までに 

 

 

 

９月 

 

 

９月 

乃至 10月 

４ 情報提供のための手法と技術の向上  
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平成 24年度広報実施計画 

【年金局】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

年金確保支援法 老後の所得確保に

向けた自主的な努

力を一層支援する

ため、企業型確定拠

出年金において加

入者の掛金拠出が

可能になったので、

それを周知する。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

 

 

 － 

 

規約承認件数 

 

ホームページ

に 導 入 規 約

数・事業主数を

掲載により評

価 

企業年金国民

年金基金課確

定拠出年金指

導係 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 統労が記事の募集をしているメールマ

ガジン『厚労省人事労務マガジン』に配

信希望をだす。 

 

 

 

随時 

 

 

３ わかりやすい情報提供 

① 厚生労働省ホームページにおける周知 

 

 

 

 

随時 

 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 
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平成 24年度広報実施計画 

【政策統括官（社会保障担当）】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

総合的な厚生行

政関係情報の提

供等 

厚生労働省におけ

る社会保障制度を

中心とした政策や

施策に関する情報

を提供するととも

に、国民の理解を深

める。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 報道関係者（論説・解説委員等）との意

見交換の場を持ち、適切な情報発信に資

するとともに、取材等をとおした国民の

声等を聴取する。 

 

② 市町村職員を対象としたセミナーを開

催し、意見交換等を行う。 

③ 社会保障制度（改革）等について、自治

体、関係団体等の協力の下、全国各地で

説明会等を行う。 

 

 

随時 

 

 

 

 

年６回程度 

 

適宜 

【全体】 

前年度の厚生労働

省ホームページ

（社会保障関係）

へのアクセス件数 

を超える 

（参加者の満足度

を８０％とする） 

【全体】 

アクセス件数

結果による評

価 

 

 

（アンケート

による評価） 

社 会 保

障 担 当

参 事 官

室 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① IT（ツイッター等）を活用し、国民の声

を把握する。 

② １－①及び１－②再掲 

 

 

適宜 

 

３ わかりやすい情報提供 

① 様々な情報の有識者等への提供を積極

的に行う。（定期的に審議会資料等を郵

送するなど。） 

② ４－①の資料を活用するなどして、より

分かりやすい情報をホームページ等を

通じて提供する。 

③ ホームページを活用した使いやすい情

報提供環境を作る。 

 

年４回程度

及び随時 

 

随時 

 

 

適宜 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

① 社会保障制度について、教育推進の観点

から、検討会で教育用資料の内容を検討

し、それを活用した実証事業を行う。 

その後、この実証事業で得られた結果を

フィードバックし、その後の検討材料と

する。 

② ３－③について、引き続き検討する。 

 

随時 

 

 

 

 

 

通年 



48 

 

 

 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

厚生労働白書 今回のテーマであ

る社会保障につい

て、国民に広く理解

してもらう 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 関係団体等からの各種講演や大学等に

おける講義の依頼を積極的に受ける 

 

② 各種関係団体等に対して、作成した厚生

労働白書を郵送 

 

９月以降 

 

 

９月以降 

 

 

厚生労働省ホーム

ページに掲載され

ている厚生労働白

書本文への発表後

１年のアクセス件

数を前年実績以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ

アクセス件数

結果による評

価 

 

政 策 評

価官室 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 報道関係者（論説・解説委員等）との意

見交換の場を持ち、適切な情報発信に資

するとともに、取材対応等をとおした国

民の声等を聴取する 

 

８月（予定） 

３ わかりやすい情報提供 

① ホームページに厚生労働白書の本文・概

要を分かりやすく掲載 

 

② 広報誌「月刊厚生労働」等を活用した情

報提供 

 

③ 関係団体等からの各種講演や大学等に

おける講義の依頼を積極的に受け、理解促

進を図る。 

 

閣議日当日 

 

 

10 月（予定） 

 

 

９月以降 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

① 全体を通じて記述内容が多岐にわたる

中で、専門性ゆえの分かりにくさに陥るこ

とのないよう、読者アンケート結果も踏ま

え、分かりやすく明確な記述を行う 
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平成 24年度広報実施計画 

【政策統括官（労働担当）】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

総合的な労働政

策関係情報の提

供 

厚生労働省におけ

る各制度や施策に

ついて、部局横断的

に情報提供する 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

 

－ 【厚労省人事労務

マガジン】 

平成 24 年度末登

録者数を５万人以

上 

 

 

【中小企業支援策

ホームページ】 

ホームページアク

ス件数 60,000 件

以上（年間） 

 

 

メルマガ登録

者数により評

価 

 

 

 

 

ホームページ

アクセス件数

結果による評

価 

 

 

労 働 政

策 担 当

参 事 官

室 

 

 

 

労 政 担

当 参 事

官室、 

労 働 政

策 担 当

参 事 官

室 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 国民の声等を通じて寄せられる要望を

共有し、作成、改善等に反映する。 

 

 

随時 

３ わかりやすい情報提供 

① 関係部局およびわかりやすい文書支援

室と連携し、厚生労働省における各制

度や施策について、読み手にわかりや

すい内容で記事を作成する。【厚労省人

事労務マガジン】 

② ホームページに掲載されている支援策

等について、各部局の協力を得て、最

新の内容に更新する。【中小企業支援策

ホームページ】 

③ わかりやすい・使いやすいページとな

るよう、リンク先やコンテンツの追

加・修正を検討する。【中小企業支援策

ホームページ】 

④ 制度変更等に際し、各部局からの連絡

に基づき、ホームページの内容を更新

する。【中小企業支援策ホームページ】 

 

随時 

 

 

 

 

４月、10月 

 

 

 

随時 

 

 

随時 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

① 関係省庁、機関等における情報提供事

例の収集【中小企業支援策ホームペー

ジ】 

 

 

５月 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

労働法教育 これから就職する

人、現に働いている

人に基本的な労働

法を理解してもら

う 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

 

－ ホームページアク

ス件数 30,000 件

以上（年間） 

ホームページ

アクセス件数

結果による評

価 

労 働 政

策 担 当

参 事 官

室 

 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 「知って役立つ労働法」（以下、労働テ

キスト）を活用している労働法講座、セ

ミナー等の主催者から、感想、意見を収

集する。 

 

 

随時 

３ わかりやすい情報提供 

① 大きな制度改正時等に改訂を行う。 

 

 

随時 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

 

－ 
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施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

労働経済白書 労働経済白書を作

成し、労働問題に関

する中立的・客観的

な分析結果をわか

りやすく提供し理

解を深めてもらう 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

① 労使関係団体等からの各種講演や大学

等における講義の依頼を積極的に受け

る 

② 各種労使関係団体や地方自治体等に対

して作成した労働経済白書を郵送 

 

８月以降 

厚労省 HP に掲載

されている労働経

済白書本文への発

表後一年のアクセ

ス件数を前年実績

以上（参考：平成

22年労働経済白書

の平成 22 年８月

～平成 23 年７月

のアクセス件数は

46574 件） 

ホームページ

アクセス件数

結果による評

価 

労 働 政

策 担 当

参 事 官

室  

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

① 作成した労働経済白書について記者向

けの勉強会、論説・解説委員懇談会の実

施 

② 労働経済白書を作成するに当たりテー

マ案や分析手法等について労働経済学

者と意見交換を実施 

 

 

①：７月下

旪 

②：７月下

旪まで 

３ わかりやすい情報提供 

① ホームページに労働経済白書の本文・概

要・要約版についてわかりやすく掲載。

動画サイト等や雑誌にも掲載。 

② 労使関係団体等からの各種講演や大学

等における講義の依頼を積極的に受け、

理解促進を図る 

 

 

８月以降 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

① 労働経済白書を作成するに当たり、でき

るだけ誤りが生じないよう、複数チェッ

クを行う。 

 

随時 
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平成 24年度広報実施計画 

【中央労働委員会事務局】 

施策・制度名 広報・広聴の目的 実施内容 実施時期 目標 評価方法 担当 備考 

労働委員会制度 国民の労働委員会

制度に対する認知

度を上げる 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

 

 魅力あるホームペ

ージを志す 

 総務課  

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕組み 

 

 

３ わかりやすい情報提供 

①命令書交付の記者発表資料をＨＰに掲載

する（わかりやすい文書支援室を活用した

わかりやすい記者発表資料の作成） 

②中労委ＨＰのＱ＆Ａを、既存のものより

きめ細かく作成する。 

随時 

４ 情報提供のための手法と技術の向上 

 

 

 


